
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

一

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
の
届
出  

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

 

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
向
山
一
五
四
番
地

先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
水
戸
辺
一
〇
〇
番
一
地
先

ま
で

　

Ａ
前
Ｂ

　

Ｃ
　

八
・
〇
〜

 

一
六
・
六

一
三
四
・
八
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

一
二
・
六
〜

 

四
二
・
〇

五
八
〇
・
〇

　

八
・
四
〜

 

二
九
・
八

五
四
八
・
六

　

Ｂ
後　

　

Ｃ

一
二
・
六
〜

 

四
二
・
〇

五
八
〇
・
〇

　

八
・
四
〜

 

二
九
・
八

五
四
八
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

閖
上
港
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

名
取
市
閖
上
四
丁
目
一
〇
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
閖
上
二
丁
目
一
八
四
番
地
先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
〇
〜

 

二
〇
・
〇

二
二
七
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
〇
〜

 

二
〇
・
〇

二
二
七
・
〇

　

六
・
〇
〜

 

八
・
五

二
四
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

閖
上
港
線

名
取
市
閖
上
四
丁
目
一
〇
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
閖
上
二
丁
目
一
八
四
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

七
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
そ
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

　
　

海
岸
通
一
番
二
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

塩
竈
市
海
岸
通
二
番
十
一

三　

理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

氏　

名　
　

鈴
木　

成
久

　
　

住　

所　
　

塩
竈
市
佐
浦
町
十
四
番
九
号

公　
　
　

告

〇
県
営
大
曲
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
の
変
更
に

当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行

う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変

更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
大
曲
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
変
更
計
画
概

要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
八
月
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所　

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
八
月
五
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
六

－

〇
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ

－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
東
松
島
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出

さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
七
百
三
十
六
番
一
、
七
百
三

十
七
番

　

仙
台
市
太
白
区
大
野
田
字
観
音
堂
四
十
八
番
地
の
一

 

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社
仙
台
支
店

 

支
店
長　

泉　

和
彦　
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